
要
件

応
募
要
件

選
定
要
件

特
定
要
件

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

予
決
令
及
び
会
計
令

◎
◎

－

中
部
地
整
一
般
競
争
資
格

◎
◎

－

指
名
停
止

◎
◎

－

業
務
実
績

○
○

○

業
務
成
績

－
－

－

企
業
信
頼
度
（
優
良
表
彰
）

－
－

△

中
立
性
・
公
平
性

△
△

－

守
秘
性

△
△

－

業
務
拠
点

△
△

－

地
域
で
の
活
動
経
験

－
－

△

企
業
信
頼
度
（
指
名
停
止
等
の
措
置
）

－
－

◎

実
施
体
制
（
再
委
託
、
設
計
共
同

体
）

◎
◎

－

そ
の
他

－
－

△

技
術
者
の
資
格

◎
◎

－

業
務
実
績

○
○

○

業
務
成
績

－
－

－

技
術
者
信
頼
度
（
優
良
表
彰
）

－
－

△

地
域
精
通
度

－
－

△

手
持
ち
業
務
量

△
△

－
・
小
規
模
業
務
等
に
つ
い
て
は
応
募
要
件
と
し
て
設
定
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
。

恒
常
的
な
雇
用
関
係

△
△

－
・
業
務
の
履
行
体
制
等
が
品
質
に
大
き
く
寄
与
す
る
場
合
に
設
定
で
き
る
。

そ
の
他

△
△

△

◎
◎

◎

－
－

◎

　
　
「
◎
」
：
必
ず
設
定
　
　
「
○
」
：
原
則
設
定
　
　
「
△
」
：
必
要
に
応
じ
て
設
定
　
　
「
－
」
：
原
則
設
定
し
な
い

プ
ロ
ポ
ー
ザ

ル
方

式
の

場
合

の
業

務
特

性
に
応

じ
た
要

件
設

定
の

標
準

的
な
項

目

ヒ
ア
リ
ン
グ

・
非
特
定
要
件
に
つ
い
て
は
応
募
要
件
を
示
す
際
に
提
示
す
る
。

・
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
原
則
と
し
て
企
画
提
案
の
評
価
で
満
点
の
6
0
％
以
上
の
評
価
値
を
得
た
者
を
対
象

に
実
施
。

企
業

基 本 事 項 （ 技 術 者 ）　
　
　
　
　
　
　
業
務
特
性

要
　
件

基
本

的
要

件

・
適
宜
関
連
資
格
を
追
加
し
競
争
性
を
確
保
す
る
。

・
専
門
資
格
（
発
注
者
支
援
技
術
者
、
河
川
管
理
支
援
士
等
）
を
重
視
す
る
業
務
の
み
特
定
要
件
に

設
定
で
き
る
。

・
業
務
実
績
は
、
１
件
以
上
の
実
績
を
応
募
要
件
と
し
て
設
定
す
る
が
、
業
務
実
績
を
評
価
す
る
た

め
、
３
件

の
実

績
の

提
出

を
求

め
、
相

対
評

価
で
評

価
を
行

う
。

・
業

務
実

績
は

、
業

務
実

績
を
具

体
的

に
明

ら
か

に
す
る
た
め
業

務
の

概
要

及
び
業

務
に
お
け
る
立

場
と
役
割
等
を
記
載
し
た
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

・
応
募
要
件
の
み
に
設
定
す
る
。

・
短
縮
型
は
日
程
設
定
に
注
意
す
る
こ
と
。

基 本 事 項 （ 企 業 ）

・
過
去
1
0
年
の
同
種
又
は
類
似
実
績
を
基
本
と
す
る
。

・
小
規
模
業
務
等
に
つ
い
て
は
応
募
要
件
と
し
て
設
定
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
。

・
業
務
実
績
は
、
１
件
以
上
の
実
績
を
応
募
要
件
と
し
て
設
定
す
る
が
、
業
務
実
績
を
評
価
す
る
た

め
、
３
件

の
実

績
の

提
出

を
求

め
、
相

対
評

価
で
評

価
を
行

う
。

・
業
務
実
績
は
、
業
務
実
績
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
業
務
の
概
要
等
を
記
載
し
た
レ
ポ
ー
ト

の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

・
中
立
性
・
公
平
性
、
守
秘
性
は
、
応
募
要
件
の
み
に
設
定
で
き
る
。

・
特
に
守
秘
性
の
高

い
業
務
は
、
特
定
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
再
委
託
等
最
低
限
必
要
な
実
施
体
制
を
要
件
と
す
る
。

・
緊

急
時

に
お
け
る
即

応
等

、
危

機
管

理
体

制
を
求

め
る
必

要
が

あ
る
業

務
は

、
特

定
テ
ー
マ
を
設

定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

管
理

技
術

者

　
　
※
選
定
要
件
は
応
募
要
件
と
同
一
と
す
る
。

企
画

提
案

書
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　・応募要件、評価基準の包括的審査

　・時間的猶予がない場合は、当該分野の専門家３名以上

  　の委員による持ち回り審査も可

　・ＷＴＯ協定適用業務は、日刊業界紙に掲載依頼

　・業務の概要

　・参加表明書及び企画提案書の提出方法

　・業務概要の詳細な情報

　・企画提案書の作成・提出に関する留意事項 ＊

　・応募要件、企画提案書の評価基準　等

＊

　・応募要件を満たす全ての者

　　非選定者には理由を付して通知

＊＊

　・企画提案書の個別審査

　・時間的猶予がない場合は、当該分野の専門家３名以上

  　の委員による持ち回り審査も可

　・ヒアリングの日時等の通知

　・ヒアリングを行わない者にはヒアリングを行わない理由を付して通知

　・ＷＴＯ適用業務は、全ての者を対象とし、それ以外の業務は、企画提案

　 の評価で満点の60％以上の評価を得た者を対象に実施

非特定者には理由を付して通知　

＊＊

参加表明者が技術提案書作成に要する作業量が少ない場合かつ業務の発注予定について十分に周知徹底が図られて

いる場合には５日程度の短縮が可能。

行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日を含まない。

理由の説明要求に係る回答

非特定理由の説明要求

内 総合評価審査委員会
(企画提案の審査)

ヒアリング

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

ヒアリング日時等の通知

参加表明書、企画提案書
の提出期限

＊

理由の説明要求に係る回答

競争参加者の資格に関する公示
（設計共同体公示）

企画提案書の特定・通知

選定通知

日

設計共同体認定

20

非選定理由の説明要求

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

以

日

20

30

日

簡易公募型（拡大含む）プロポーザル方式の手続き

20

日

＊＊

応募要件の審査・選定要件の確認
（建設コンサルタント選定委員会の活用）

設計共同体資格認定申請期限

手続き開始の公示、説明書の交付開始

設計共同体資格認定の通知

総合評価審査委員会

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

又

は

30

日

5

日

5

日

以

内

7

日

10

日

以

内
契約手続きに移行

簡
易
公
募

拡
大

- 18 -
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３）業務成績に関する要件

原則として、業務成績について、次の事項を選定要件として設定する。

業務成績は、中部地方整備局（港湾空港部を除く）発注業務で過去５年間の同

種又は類似業務成績を次の順位で評価する。

なお、過去５年間の平均点が６０点未満又は直近２年間連続して年平均点が６

０点未満の場合は選定しない。

① ７５点以上

② ７０点以上７５点未満

③ ６５点以上７０点未満

④ ６０点以上６５点未満

※ 中部地方整備局の実績がない場合は②③と同等として評価する。

なお、直近２年間に業務成績が６０点未満の業務がある場合は補正を行う。

＜留意事項＞

・ 前年度の実績が６月１日から反映されるため、それ以降に入札契約手続き

運営委員会が開催される場合は、十分注意すること。

当面の間、システムが対応していないため、中部地方整備局の実績がない

場合は、技術的特性に関する要件で補正を行う。（＋Ａ0.5Ａを入力すること。）

○同種又は類似業務の業務成績に関する評価は以下を標準とする。

配 点 選 定 基 準

５ ７５点以上

３ ７０点以上７５点未満

１ ６５点以上７０点未満

０ ６０点以上６５点未満

○直近２年間に業務成績が６０点未満の業務がある場合は以下の補正を行う。

配 点 選 定 基 準

－１０ 直近２年間に業務成績が６０点未満の業務が２業務以上がある

－ ５ 直近２年間に業務成績が６０点未満の業務が１業務ある




